
（２－１－Ⅱ）

実 績 評 価 書

平成１４年９月

政策体系 番 号

基本目標 ２ 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること

施策目標 １ 食品の安全性を確保すること

Ⅱ 国民の健康を守るため、輸入食品の安全性の確保を図ること

担当部局・課 主管課 食品保健部企画課検疫所業務管理室

関係課 食品保健部基準課

１．施策目標に関する実績の状況

実績目標１ 輸入食品の違反を減少させること

（実績目標を達成するための手段の概要）

輸入食品等事前確認制度登録品目数を平成 年度までに 品目に増加させる。15 200
（評価指標） Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３

輸入食品等事前確認制度登録品目数 ２４ ９４ １２２ １３７ １６９

実績目標２ 輸入食品監視支援システム利用率を平成 年度までに ％にすること15 90
（実績目標を達成するための手段の概要）

輸入食品監視支援システムの利用を促進する。

（評価指標） Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３

輸入食品監視支援システム利用率 ７９ ８３ ８５ ８８ ８９

実績目標３ 遺伝子組換え食品の安全性確保のため、平成１５年度までに国際的基準

を策定すること

（実績目標を達成するための手段の概要）

国際食品規格の策定を行うコーデックス委員会において、遺伝子組換え食品の安全

性に関する問題を取り扱うバイオテクノロジー応用食品特別部会を設置して、我が国

が同特別部会の議長国となり、国際的な規格等の作成に中心的な役割を果たす。

（評価指標）国際的基準策定の進捗状況 Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３

Step1 Step5 Step8①バイオテクノロジー応用食品のリスク － －

アナリシスのための原則案

DNA Step1 Step5 Step8②組換え 植物由来食品の安全性評 － －

価の実施に関するガイドライン案

Step1 Step5③遺伝子組換え微生物を用いて製造され － － －

た食品の安全性評価の実施に関するガ

イドライン案

（備 考）国際食品規格の作成手続は、 1～8の段階に分かれており、 は新Step Step1
たに規格作成を決定する段階、 は規格原案をコーデックス委員会に提出し、総Step5



会において規格案として採択される段階、 8は規格案をコーデックス委員会に提Step
出し、総会において国際食品規格として採択される段階である （なお、上記の評価。

指標で となっているものについては、部会において に進めることで合意Step8 Step8
、 、 。）されたが 総会が開催されておらず まだ国際食品規格としては採択されていない

２．評 価

( ) 実績目標の達成状況の評価1
実績目標１ 輸入食品の違反を減少させること

有効性 輸入食品等事前確認制度により平成１３年度の品目登録数は１６９品目であ

り、前年登録数の１３７品目と比較し３２品目増加している。

効率性 食品の輸入は依然として増加しており、効果的・効率的な輸入食品の安全性

の確保については、輸出相手国内における衛生管理が重要であることから、今後とも

輸入食品等事前確認制度品目の継続的な登録作業を行うことが費用対効果に優れてい

る。

実績目標２ 輸入食品監視支援システム利用率を平成 年度までに ％にすること15 90
有効性 平成１３年度の輸入食品監視支援システム利用率は８９％と増加している。

実績目標３ 遺伝子組換え食品の安全性確保のため、平成１５年度までに国際的基準

を策定すること

有効性 現在、平成１５年のコーデックス総会での採択に向けて議論中であるが、作

業は順調に進んでいる。

( ) 施策目標の達成状況と総合的な評価2
現状分析 輸入食品等事前確認制度品目の継続的な登録作業および輸入食品監視支援

システムの利用状況は順調に推移しており、輸入食品の安全性拡大に貢献している。

遺伝子組換え食品の国際的基準策定については、バイオテクノロジー応用食品特別

部会において平成１５年までに国際食品規格に関する最終報告書を取りまとめ、コー

デックス総会に提出する予定であり、これに向けて活発な議論が行われている。

施策手段の適正性の評価 輸入食品については、その生産・製造が海外で行われるこ

とから、生産、製造段階における衛生管理が重要であり、輸出相手国における衛生管

理を推進する輸入食品等事前確認制度は施策手段として適正である。また、食品の輸

入届出は依然として増加していることから、手続きの簡素化・迅速化を図り効果的・

効率的な監視体制を構築する輸入食品監視支援システム利用率の向上を図ることが施

策手段として適正である。

遺伝子組換え食品の国際的基準策定については、コーデックス委員会における国際

食品規格の策定に際して議長国は中心的な役割を果たすことから非常に重要であり、

国際貢献の観点からも我が国がバイオテクノロジー応用食品特別部会の議長国となる

ことは施策手段として適正である。

総合的な評価 適正な政策手段が推進されており、今後とも着実に実行していくこと



が適当と考えられるが、交通機関の発達等による生鮮食品の輸入増加等を踏まえ、来

れに応じた輸入食品対策の充実を図っていくことが必要である。

３．政策への反映方針

今後とも、食品の安全性の確保の観点から輸入食品事前確認制度品目登録及び輸入

食品監視支援システムの利用率向上に努めるほか、輸入食品対策については特定の国

・地域の特定の食品等について販売・製造・輸入等を禁止できる食品衛生法の一部改

正が成立（８月７日公布、９月７日施行）したところであり、検査体制の強化も含め

DNAて輸入食品の安全性確保に向けて対策を強化していく。また、我が国の組換え

技術応用食品及び添加物の安全性審査基準が国際的な規格基準に適切に反映されるよ

う務めると共に、作成された国際食品規格と国内施策との整合性を必要に応じて図っ

ていく。

４．特記事項

①学識経験を有する者の知見の活用に関する事項

コーデックス委員会等において我が国の意見を作成する段階で当該分野に関する

専門家からの助言を求めると共に、薬事・食品衛生審議会においてバイオテクノロ

ジー応用食品特別部会の概要についての報告を行っている。

②各種政府決定との関係及び遵守状況

10（「 」「 、 」「地方分権推進計画 国の行政組織等の減量 効率化等に関する基本計画 第

次定員削減計画 「行政改革大綱」等）」

なし。

③総務省による行政評価・監視等の状況

なし。

④国会による決議等の状況（警告決議、付帯決議等）

（ ）食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律案に対する付帯決議 別紙参照

・参議院厚生委員会（平成７年 月 日）4 25
・衆議院厚生委員会（平成 年 月 日）7 5 14

⑤会計検査院による指摘

なし。



（別紙） 
 

食品衛生法及び栄養改善法の一部を 
改正する法律案に対する付帯決議 

（輸入食品関係抜粋） 
 
○参議院厚生委員会（平成七年四月二十五日） 
六 輸入食品の増大に対応して、検疫所における食品衛生監視員の確保、食品

検査機能の強化、検査率の向上等、輸入食品の安全確保体制の整備を図るこ

と。また、食品検査施設における検査の管理運営基準（ＧＬＰ）の導入につ

いては、地方自治体においても円滑な導入が図られるよう配慮すること。 
 
○衆議院厚生委員会（平成七年五月十四日） 
七 輸入食品の増大に対応して、検疫所における食品衛生監視員の確保、食品

検査機能の強化、検査率の向上等、輸入食品の安全確保体制の整備を図るこ

と。また、食品検査施設における検査の管理運営基準（ＧＬＰ）の導入につ

いては、地方自治体においても円滑な導入が図られるよう配慮すること。 


